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実証会計学の方法論

科学哲学的背景の検討を中心に

藤 井 秀 樹

1 .はじめに

今日の会計研究は，いわゆる実証研究 (empiricalresearch)の存在を抜きにして語るこ

とはできない1。その影響は，わが国の会計研究にも着実な浸透を見せている。そこで，本

稿では，会計研究の課題と研究方法をサーベイする作業の一環として，実証研究の方法論

的基礎とその特徴について，検討していくことにしたし、と思う。

実証研究にはいくつかの潮流があるが2，本稿で取り上げるのは， 実証会計学 (positive

accounting theory)に依拠した一群の会計研究(便宜上以下たんに「実証会計学」と いう)

である3。エージェンシ一理論(契約理論)にもとづいて仮説検定型の実証研究を行う点に

その特徴がある。実証会計学を取り上げるのは，それが実証研究の方法論的特質を最も典

型的に示す事例となっているからである。

以下では，科学哲学の通説に依拠しながら，可能な限り内在的な視点に立った検討を行

っていくことにしたい。そのような検討を通じて実証会計学とは何かを，いま一度冷静に

見極める必要があると思われるからである。実証会計学については これまで様々な論評

がなされてきたが，その多少なりとも立ち入った内在的な検討は意外なほどなされていな

い4。本稿での検討が 今日の会計理論の課題と研究方法を洞察するさいの一助ともなれば

幸甚である。

l この点については，藤井[2007]164-165頁を参照されたい。

2 実証研究 (empiricalresearch) には，このほか，ファイナンス理論に依拠した市場分析

(株価アノマリ一分析， 資本コス ト効果分析，価値関連性分析等)の潮流がある。

3 わが国では一般に，“positive"と“empirical"のいずれに対しても「実証 (的)Jという訳

語が当てられているため， I実証研究」としづ呼称が， I実証主義に依拠した研究」をさす

場合と ，I経験的事実に依拠した研究」をさす場合があることに注意を要する。経験的事実

に依拠した研究は，必ずしも実証主義に依拠した研究を意味しない。経験的事実に依拠し

た合理主義的研究も可能であり，事実またそうした会計研究も存在する。この点について

は，田中[2009]191・120頁を参照されたい。また，“positiveaccounting theory"を 「実証会

計学J(または 「実証会計理論J) と訳すことの問題点については，太田[2008]269・271頁を

参照されたい。

4 実証会計学の方法論的特徴を科学哲学的背景をふまえて論 じた田中[2009];[2010H土，そ

の数少ない先行研究である。また，実証研究の方法(論)や意義を包括的に論じた文献と

して， 須田[2008];大日方[2009];八重倉[2010]がある。
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II. 方法論的立場としての論理実証主義

実証会計学の方法論的立場は，大きな括りでいえば，論理実証主義 (logicalpositivism) 

である。論理実証主義においては，経験が知識の基礎とされ， 一般法則は観察と論理によ

ってのみ正当化されうるとされる。このことから，経験を通して得られる知識(経験的知

識)にもとづいて世界のあり方や仕組みを説明することが，科学の目的であるとする科学

目的観が導き出されることになる。かかる見地からすれば，経験を通して検証することの

できない命題を取り扱う形市上学は，科学ではないということになる。

実証主義 (positi vism)の名称はそもそも， I (神によって)設定された」を意味するラテ

ン語“positivus"に由来するとされる。近世(とりわけ 17世紀)ヨーロッパにおいて，当該

用語は， I自然法則は神の自由な設定による」ということを示すために用いられていた。そ

の背景には，自然法則の根拠を「神の自由な設定」からさらに遡って求めることはできな

いという考え方があった。科学的思考法の整備が進むなかで，当該用語はやがて， 事実と

して与えられる自然法則の確認で満足し，その背後に生成の神秘などを求めない知識(科

学的知識)のあり方を指すものとして使用されるようになった(安孫子[1998]661頁)。

論理実証主義における形而上学の排除は 形而上学それ自体の意義を否定するもの とい

うよりは，科学と哲学の区別を意図したものと解釈されるべきであろうえ伊勢田[2003](2・3

頁)によれば， (1) I正しい推論とはどういうものか」という問題を扱う論理学， (2) I知

識とは何か，世界について知識を得ることは可能か，どういう方法で知識を得るのがよい

か」としづ問題を扱う認識論， (3) I事物の本質」問題を扱う形市上学，(4) I価値や倫理

の問題」を扱う価値理論(倫理学)は 経験的知識を超えた問題を対象にしているのであ

り，こうした諸問題の洞察は科学の課題ではなく，哲学の課題であるとされる。

科学の課題と哲学の課題をこのように区別することによって，論理実証主義は，形而上

学的諸問題 (すなわち「事物の本質は何か」といった問題)に煩わされることなく，経験

的知識の探求に遁進することが可能となるのである6。

実証会計学においては， I会計理論の目的は，会計実務を説明し，予測することである」

(Watts and Zimmerman[1986]p.2) とされている。すなわち，実証会計学においては，

こうした会計理論の目的が 経験的事実の観察と論理分析にもとづいて遂行されることに

なるのである7。

5 事物の本質に対する人類の関心は，尽きることのないものかもしれない。もしそうだとす

れば， Iできないことを義務づけるのは意味がないJ(ゴールド、マン)という考え方に倣い，

「形市上学を禁止しても意味がなしリというべきであろう。つまり，その限りで，形而上

学の存在自体を否定する ことはできない(意味がなし、)のである。

6安孫子[1998](662頁)によれば，実証主義は，形而上学を相対化することで，科学によ

る知の統一を図ろうとしたとされる。

7 Watts and Zimmerman[1986]p.8によれば， 実証会計学は， (1)事実を盲目的に受け入

れるのではなく，事実を理論に依拠して解釈する点， (2)仮説の正しさを立証するのでは

なく，仮説を反証しようとする点で，論理実証主義とは異なるとされている。しかし，事

実の観察と論理分析にもとづいて科学的知識を得ようとするのが論理実証主義であり，し
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III. 研究方法の科学哲学的背景

実証会計学では一般に，エージェンシ一理論に依拠しである仮説が設定され，サンプル

データの統計分析を通じて当該仮説の検証が行われる。そのさい，たとえば 15%水準で、有

意」といった表現(思考法)が分析結果の判定において使用され，その判定にもとづいて

「仮説は支持された(または支持されなかった)Jという結論が導かれる。実証会計学のこ

うした研究方法は，研究上のアドホックな都合で構築されたものではなく，科学哲学の歴

史をふまえて周到にデザインされたものである8。以下，本稿の検討課題に関連する限りに

おいてごく手短に，その科学哲学的背景を概観していくことにしたい9。

l.枚挙的帰納法

最も古典的で素朴な科学的方法は，枚挙的帰納法 (enumer叫 iveinduction，いわゆるベ

ーコン的方法)である。枚挙的帰納法は 繰り返し観察される同種の経験的事実を根拠に

して，より一般的な法則(究極的には普遍的法則)を導こうとする推論方法である。デー

タ処理法でいうカーブ・フィッティングはその応用であり 統計分析手法としては最小二

乗法がその具体例となる。枚挙的帰納法は，応用範囲が非常に広く，今日の科学にとって

も欠かせない推論方法の 1つとなっている。

しかし他方で，枚挙的帰納法には，固有の問題点が潜んでいる。それは，当該推論方法

によっては，直接目に見えないもの(枚挙できないたとえば重力や電子のようなもの)に

ついて理論を構築したり，見ただけでは分からないパターンを組み立てたりすることがで

きないという問題である。

2.仮説演緯法

そこで注目されるのが，仮説演鐸法 (hypothetico・deductivemethod)である。仮説演揮

法においては， 1仮説が正しければJ(仮説)， 1こういう条件下でJ(初期条件)， 1こういう

ことが生じるはずであるJ(観察予測)という演鐸的推論が行われ，その推論が事実の観察

結果と照合される。観察結果が推論と一致していれば「仮説が検証された」といい， 一致

していなければ「仮説が反証された」という。仮説演鐸法が枚挙的帰納法と異なるのは，

仮説(現象を説明するための先験的命題)の設定というステップがそこに組み込まれてい

たがって論理実証主義が事実を「盲目的」に受け入れることはありえない。また，反実在

論の立場に立つ論理実証主義が，仮説の「正しさ」を立証しようとすることは方法論的に

ありえない。その提唱者たちの主張とは裏腹に，実証会計学は，科学哲学上の大きな括り

でいえば，論理実証主義の系譜に属するものとなっている。

8 ただし，後述するように，個々の研究者が，必ずしもそのことを明確に意識しているわけ

ではない。

9科学哲学に関する以下の記述は，主として内井[1995];小林[1996];伊勢田[2003]に負っ

ている。
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ることである10。これによって，枚挙的帰納法に固有の上掲の問題が解消されることになる。

他方，観察予測と観察結果の照合にもとづいて結論を下す作業は演緯的推論ではなく，

帰納的推論である。つまり，この点で，仮説演鐸法と枚挙的帰納法は方法的な共通項を有

していることになる 11。そしてまた，そうであるがゆえに，両者は共通の方法的問題点を持

つことになるのである。その問題点とは，普遍的法則(たとえば 「ボーナス制度のある企

業の経営者は利益捻出型の会計方針を選択する」というような全称命題)を導くには関連

事実の無限集合を観察対象とする必要があるが，現実世界で観察が可能なのはいかなる場

合においても有限個の関連事実に過ぎないということである。

そのために，有限個の関連事実の観察から普遍的法則を帰納的に推論するさいには，斉

一性原理 (principle of the uniformi ty) を前提することが不可避となる。斉一性原理とは，

「同じような条件のもとでは，同じ現象が繰り返される」という仮定である。この仮定を

置くことによって，未観察の関連事実を帰納的推論に取り込むことが可能となる。ところ

が，斉一性原理を正当化するには枚挙的帰納法による推論が必要となり，したがって，そ

の推論は循環論法に帰着する。斉一性原理を科学的に正当化できないとすれば，帰納法そ

れ自体が科学的な根拠を持たない推論方法ということになるであろう(帰納法に対するヒ

ューム D.Humeの懐疑主義的批判)。

3.反証主義

(1)反証の方法論的意味

帰納法に対する懐疑主義的批判に接したポパー(K.R.Popper) は，帰納法を推論過程か

ら排除した科学的方法論を定式化しようとした。その成果として提唱されたのが，反証主

義 (falsificationism)である。

ポパーによれば，観察予測と観察結果が一致しても仮説は検証されない。この点は，懐

疑主義的批判が指摘する通りである。しかし，観察予測と観察結果が一致しない場合，す

なわち仮説が正しければ絶対に起きないような事実が観察された場合には， I仮説が間違っ

ている」ということが揺るぎない結論として導き出せる(つまり帰納法によることなく推

論できる)。すなわち，ポパーによれば，観察予測と観察結果が一致しないことにこそ方法

論的な意味があるので、あって，仮説が反証されたならば，どのように反証されたかを参考

にして，研究者はより良い仮説を新たに考案することができるとされるのである12。さらに

10ニュートンは， I現象から引き出しえないものはすべて仮説と呼ばれるべきである」とい

う理由から， Iわれ仮説を作らず」としづ立場を意識的に採った。しかし，その立場は必ず

しも忠実に守られていなかったとされている。伊勢田[2003]28・29頁;小林[1996]41・43頁。

11枚挙的帰納法はボトムアップ型の帰納法であり，仮説演鐸法はトップダウン型の帰納法

であるといわれている。伊勢田[2003]32頁。

12伊勢田[2003](37頁)によれば， I科学の前進はここでおこる」とされる。しかし，科学

が反証に依拠して前進する(科学の前進にとって過去の反証が意味を持つ)という推論は，

帰納法を抜きにしては成立しえない。内井[1995]71頁。
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ポパーは，反証不可能な仮説(反証条件を特定できない仮説)は科学的仮説とはいえない

とし反証可能性の有無を，科学と疑似科学の境界設定問題 (demarcationproblem)を考

えるさいの基準線としたのであった。

あとでふれるように，実証会計学では統計的検定の対象となる仮説として帰無仮説が提

示される。帰無仮説とは，それを棄却することによって，その対立仮説(本節 4(2)参照)

が統計的に支持されることを示すために設定される仮説をいう。帰無仮説の考え方は，ポ

ノfーの反証主義を反映したものといえるであろう。

(2)過小決定問題

しかし，反証主義は重大な問題に突き当たることになる。過小決定(under-determination) 

の問題がそれである。過小決定とは， I観察によって仮説が決定されなしリことをいう。検

証すべき主要仮説は通常，多くの補助仮説(主要仮説の前提や条件となる諸命題)を前提

にして成り立っている。 したがって，ある仮説が反証されたとしても，その反証が主要仮

説と補助仮説のどちらについてなされたかを ポパーのいう反証主義によって一意的に特

定することはできないのである。たとえば実証会計学においては，仮説の設定にあたって

非常にしばしば， I他の条件が等しければ」とし寸前提が設けられる。この前提が補助仮説

の一例である 13。そして，①「他の条件が等しければJ，②「ボーナス制度のある企業の経

営者は利益捻出型の会計方針を選択する」という仮説が反証された場合，②の主要仮説が

反証されたのか，①の補助仮説が反証されたのか，①②の両方が反証されたのかを，反証

主義に依拠した推論によって特定することはできないのである。

(3)補助仮説の事後的修正

他方，補助仮説に事後的な修正を加えることによって，主要仮説を反証から救うことが

可能となる。天王星がニュートン力学にもとづく計算結果と一致しない動きをしているこ

とが観察を通して確認されたさい，天文学者たちは未知の惑昼が天王昼の動きに影響して

いるとしづ補助仮説を設定して再計算を行い，それが海王星の発見 (1846年)につながっ

た。つまり，補助仮説の事後的修正によって，ニュート ン力学という基盤的な主要仮説が

反証から救われたのである 14。実証会計学においては，期待された検証結果が得られない場

合に，諸種のタイムラグを考慮したり，サンプルデータに反映されていない時価等の影響

を考慮したりして，実証モデルを事後的に修正することが，しばしば行われている。こう

した実証モデ、ルの事後的修正が，補助仮説の修正の事例となる。科学哲学の観点からすれ

13 市場分析型の実証研究において用いられる補助仮説のよく知られた事例として，効率的

市場仮説(通常半強度の効率性を仮定)やランダムウオーク仮説をあげることができるで

あろう。

14方法論の観点からすれば，仮説と理論を区別する意味はないとされる。なぜならば，帰

納法においては次第に確かさを強めていった仮説が理論であり，反証主義においては反証

を生き延びた仮説が理論であると考えられているからである(伊勢田[2003]38頁)。確率の

要素を付加して反証主義(および仮説演鐸法)を再生した科学的方法論である確率 ・統計

的思考法においても，この事情はまったく同じである。
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ば，その目的は，主要仮説(そ して当該主要仮説の基盤をなすエージェンシー理論そのも

の)を反証から救うことにあるといえるであろう。

(4)反証主義における帰納法的発想

さらに付言すれば，帰納法に対する懐疑主義的批判をふまえて提唱された反証主義は帰

納法に対する徹底した批判を特徴とするが，反証に耐えた仮説を当面とはいえ，なぜ保持

してよいのか，そもそも何のために反証を行うのか(ポパーによれば「誤りから学ぶため」

とされる)という根本問題の説明においては，反証主義においても帰納法的な発想が暗黙

裡に援用されているとされる(内井[1995]71頁)。帰納法を徹底して批判した反証主義にお

いてさえそうだとすれば，科学的方法論において帰納的推論を禁止することは不可能とい

うことにもなりかねない15。そして，もし科学的方法論において帰納的推論を禁止できない

とすれば，ヒュームの懐疑主義的批判は，総体としての科学的方法論が引き受けなくては

ならないものとなるであろう。

4.確率 ・統計的思考法

(1)確率的要素を含む推論

反証主義が過小決定問題で顕いたのは，演鐸に頼りすぎたためであった。演樺とは，前

提がすべて真だと仮定すれば，結論もつねに真で、あると推論することである。つまり，演

鐸法は，証拠の予測確率を 100%とする非常にきつい制約を持った推論方法となっているの

である。この制約があるために，反証主義にとっては，過小決定問題が深刻な脅威となる

のである。この問題は，仮説演鐸法についても，まったく同様に指摘しうるものである(伊

勢田[2003]241頁)。

証拠の予想、確率 100%という 制約を緩め，反証主義の基本的規則(すなわち「仮説が真な

らば起こりえないようなことが起きたら，その仮説は放棄するべきである」としづ推論規

則)を，確率的要素を含む規則J(すなわち 「仮説が真であれば非常に低い確率でしか起き

ないようなことが起きたら，その仮説は放棄するべきである」という推論規則)に置き換

えることで，科学的方法論は過小決定問題に対処するすべを得ることになる。

統計的検定は，このような確率的要素を含んだ推論規則をベースにしている。したがっ

て，手順を適当にデザインすれば，仮説の統計的検定が可能になる。それを会計研究の領

域で、実際に行っているのが，実証会計学である。実証会計学の推論において，統計的検定

がどのように利用されているかを，簡単な設例を使って以下に追ってみることに しよう。

(2) 実証会計学の設例による検討

研究目的 エージェンシー関係が会計選択に与える影響を明らかにする研究の一環と し

て，Iボーナス制度のある企業の経営者は利益捻出型の会計方針を選択する可能性が相対的

15伊勢田[2003](256頁)は 「できないことを義務づけるのは意味がない」という考え方

を科学的方法論に当てはめた場合 「帰納的推論を禁止 しても意味がなしリというのがその

一番の候補になると述べている。
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に高し、」という仮説の確からしさを検証する。この仮説は， I他の条件が等しければ」とい

う補助仮説をはじめ，多くの(隠れた)補助仮説を前提にしている。また，仮説は，蓋然

性(確率)の要素を織り込んで再設定されている。

サンプリング 東京証券取引所第 1部上場企業(金融・保険を除く 16) を母集団として，

ボーナス制度のある企業 200社 (Aグループ)をランダムに調査した結果， X年 3月期決

算で利益捻出型の会計方針を選択した企業は 140社で、あった。他方，ボーナス制度のない

企業 200社 (Bグ、ループ)をランダムに調査した結果，同期決算で利益捻出型の会計方針

を選択した企業は 110社であった。

仮説検定 Aグループ。の 70%(140社/200社)という割合と， Bグループ。の 55% (110 

社/200社)という割合の問に統計的な差があるかどうかを確かめることで，上記の仮説の

確からしさを検証する。そこで，「Aグループ。の割合と Bグ、ルーフ。の割合には差がなし、」と

いう帰無仮説 (Ho) を立て，カイ 2乗検定でこの帰無仮説が棄却できるかどうかを判定す

る。帰無仮説が棄却できれば IAグ、ルーフ。の割合と Bグ勺レーフ。の割合には差がある」とい

う本来確かめたかった作業仮説(対立仮説 H1) が，支持されることになる。他方，帰無仮

説が棄却できなければ，帰無仮説は当面保持され，さらなる検証に晒されることになる。

このフロー ・チャートは，反証主義のそれと基本的に同じである。

検証結果 上掲のデータにもとづいてカイ二乗値 (χ2) を計算すると， 9.6となる。こ

の場合，カイ二乗値は 6.63を超えると， 1%水準で、有意となる。つまり， 「Aグ、ルーフ。の割

合と Bグループ。の割合には差がなしリという帰無仮説が正しいならば， Aグツレープの 70%

(140社/200社)と Bグループの 55%(110社/200社)としづ割合の差は，同一の母集団

について 100回同じような調査をした場合に 1回以下しか観察されない非常に稀なもので

あるということを，それは意味している。したがって，この場合， 99%以上の信頼性をも

って，帰無仮説を棄却することができる。すなわち，この場合， 99%以上の信頼性をもっ

て， 「Aグループ。の割合と Bグループ。の割合には差があるJ，換言すれば 「ボーナス制度の

ある企業の経営者は利益捻出型の会計方針を選択する可能性が相対的に高い」と，主張す

ることができるのである。

(3)確率・統計的思考法の使われ方

以上の設例では， I帰無仮説が正しいにもかかわらずそれを棄却する誤り J(第 1種の錯

誤)が， 1%以下の確率で生じると見込まれている。仮説検定においては，その誤りをあえ

て受け入れる形で推論が行われるのである。なぜならば， I帰無仮説が間違っているにもか

かわらずそれを保持する誤り J(第 2種の錯誤)が， 99%以上の確率で生じると見込まれる

からである。統計的検定においては，このような確率的思考にもとづいて一般的法則が導

16実証研究ではサンプリングに当たって，母集団から金融・保険を除く(または金融・保

険のみを母集団とする)のが通例である。金融 ・保険の業態的特殊性のほか，他の業種に

見られない特殊な公的規制(自己資本規制等)を受けていることが，考慮されるからであ

る。これも，補助仮説の一例をなすものである。
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かれる。つまり，これが，証拠の予想確率 100%の制約を緩めるということの方法論上の含

意である。

ただ、し，以上の仮説検定においても，過小決定問題それ自体が解消されているわけでは

ない。仮説検定において考慮されていない要因が検証結果に影響を与えている可能性は，

つねに否定で、きないのである。もしそのような要因が帰無仮説の反証に無視しえない影響

を与えているとすれば，検証結果は 「見せかけの相関関係」を示すことになる。そこで，

仮説と証拠を結ぶ様々な補助仮説(皿節 3参照)が考量され，必要に応じてモデ、ルの改良

が行われることになる17。確率 ・統計的思考法では，仮説と証拠の関係がつねに「程度の問

題」として取り扱われるので，このような対応が可能となるのである。

しかし，この設例のように 11%水準で、有意」というような期待通りの(あるいは期待以

上の)検証結果が得られた場合にモデ、ルの改良が行われることは稀で，多くは帰無仮説が

棄却できないなど期待した検証結果が得られなかった場合に，モデ、ルの改良が行われる。

換言すれば， 実証会計学において行われるモテ、ルの改良は，過小決定問題への対応よりも，

主要仮説の反証からの救済を目的としたものが，圧倒的に多いということである。期待通

りの(あるいは期待以上の)検証結果が得られた場合に，過小決定問題を考慮せず， 1仮説

は支持された」と結論づけるのは， 実証会計学の(暗黙裡の)方法論的規則になっている

といった方がよいかもしれない。

IV. 批判的評価に即した主要論点の検討

科学的方法論は，確率 ・統計的思考法を導入することによって，反証主義にとって深刻

な脅威となった過小決定問題への対処法を獲得した。確率 ・統計的思考法は今日， 1科学の

不可欠な一部J(内井[1995]247頁)を構成しており，科学的方法論の 1つの到達点を示す

ものとして位置づけられている(伊勢田[2003]249頁) 180 

実証会計学は，まさにその確率 ・統計的思考法を，会計研究において意識的に利用して

いるのである。ということは，すなわち，実証会計学が採用する科学的方法論は，科学哲

学の領域においてこれまで議論されてきた主要な論点を一通りふまえたものになっている

ということである。したがってもし，実証会計学の方法論に問題点があるとすれば，それ

は今 日の科学的方法論それ自体に由来するものということになろう。以下では，確率・統

計的思考法における主要論点、のうち 主として実証会計学に対する批判的評価に関連する

ものを取り上げ，その方法論的含意をごく簡単に整理していくことにしたい。

1.反実在論

17モデルの改良とは別に，異なる手法を用いて同一の仮説について統計的検定を行い，同

趣旨の検証結果を導くことによって，結論の頑健性を主張する場合もある。

18たとえば，かつての 「天気予報」では「雨が(時々にせよ)降るか降らないか」が予報

の主内容で、あったが，今日の 「気象情報」では 「降水確率」が情報の主内容となっている。
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田中[2009];[2010]では，合理主義的考察を理論の重要な課題とみなす立場から，実証会

計学における理論分析の希薄性(ない し欠如)が批判的に論じられている。とりわけ，実

証会計学が「知識は経験からしか得られなしリと主張している ことが，問題とされている。

経験から得られた知識しか認めないとすれば，事物の本質や現象の因果関係といった「非

経験的なもの」を認識する ことができなくなるというのが，その批判の趣旨である(田中

[2009]120・121頁;[2010]13・14頁)。

既述のように，論理実証主義は，科学の課題と哲学の課題を区別し，事物の本質を取り

扱う形而上学を科学の領域から排除している。 したがって，この点が批判の対象となりう

るのであれば(すなわち論理実証主義に依拠する こと自体が批判の対象となりうるのであ

れば)，実証会計学は，田中[2009];[2010]の批判を甘受しなければならないであろう。

ちなみに，確率 ・統計的思考法において，本質的なものの実在性は次のように取り扱わ

れている 19。すなわち，(a) r利益が実在しているかどうかは分からないが，利益が実在す

るかのように様々な現象が起こる」。この主張は，(b) r利益は実在しないが，利益が実在

するかのように様々な現象が起こる」や，(c) r利益は実在し，利益が実在することを反映

して様々な現象が起こる」と いった主張より弱し、主張 (aコ (b+c))なので， (a)が正し

い確率は，(b) (c)が正しい確率よりも必ず高くなる。「利益」を，r重力」や「電子」等

に置き換えれば，(a) (b) (c)は他領域にも適用可能な命題となる。(a)は反実在論の立

場を主張するものであるが，その主張の正当化には確率的思考が動員されるのである。当

該思考法が確率 ・統計的思考法と称されるゆえんである。

2.因果関係と相関関係

田中[2009](120・121頁)が指摘するように，観察予測と観察結果を照合する作業は，因

果関係を確認するものではなく ，相関関係を確認するものである20。観察予測と観察結果を

照合する作業それ自体に，原因と結果を結ぶ理由の推論という手続きは含まれていない。

このことは，実証会計学の仮説検定に限ったことではなく ，観察予測と観察結果を照合す

る作業一般について指摘しうる ことである。

しかし，だからといって，観察予測と観察結果を照合する作業を含む科学的方法(論理

実証主義)が，因果関係の推論にまったく無関心かといえば，決してそういうわけではな

い。仮説演緯法であれ，反証主義であれ，因果関係の推論が，仮説を設定する過程でなさ

れているからである。実証会計学においては， rある現象について 1つの説明を考え出す」

(Watts and Zimmerman[1986]p.9)作業が研究の初動段階でなされるが，この作業が因

果関係の推論を担っている。そして，その推論が，仮説の設定につながるのである。

反実在論との関連でいえば，「Xという因果関係が実在しているかどうかは分からないが，

19確率 ・統計的思考法の反実在論の考え方に関する以下の説明は，伊勢田[2003]242-243
頁に依拠している。

20 この点については，内井[1995]29頁も参照されたい。
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Xという因果関係が実在するかのように様々な現象が起こる」としづ推論が行われ，その推

論が仮説の設定につながるのである。非経験的な知識を科学的知識として認めないという

ことは，ニュートン力学のケースがそうであったように，非経験的な知識に関する考察を

認めないということを必ずしも意味しない。使用する検証方法を工夫することによって，

非経験的な知識を科学的知識として正当化することができる場合があるのである

Watts and Zimmerman[1986] (p.12)では，こうした反実在論の立場から， ["われわれ

にできることは，理論の仮説を検証することだけ」であり， ["理論の正しさを証明すること

はできなしリとされている。そして，ある仮説が証拠と一致したとしても，その証拠と矛

盾しない仮説は他にいくらでも考案しうるということが強調される。かかる事情から，実

証会計学においては， 一般的な承認を求めて同一現象について複数の理論(仮説)が競合

することになるのである (Wattsand Zimmerman[1986]p.12)。

ただし， Watts and Zimmerman[1986]のこの指摘にも，注釈が必要である。実証会計学

は， ["~理論』 とはいうものの， 実証エージェンシー研究にもとづいて直観的に組み立てら

れた仮説を検証する実証研究であって，包括的な数理モデル分析は行わないのが普通であ

るJ(傍点引用者)と，太田[2008](207頁)は述べている。これは， 実証会計学における

理論分析の脆弱性を，田中[2009];[2010]とは異なる観点から問題にしたものである。包括

的な数理モデ、ル分析は実証会計学の課題で、はないといってしまえばそれまでであるが，学

術的評価に値するような理論的検討が実証会計学においてほとんどなされていないことは，

事実と して認めなくてはならないであろう 。たんなる先行研究のサーベイを，研究テーマ

に関する理論的考察と位置づけているような事例さえ，一部には散見される。とはいえ，

太田[2008]が指摘するような理論分析の脆弱性が，実証会計学が採用する科学的方法論に起

因するものなのか， 実証会計学における当該方法論の適用の仕方に起因するものなのかは，

必ずしも明らかではない。

3.帰納法の再生

確率・統計的思考法は，懐疑主義的批判に晒された帰納法を，ベイズ法によって再生し

た。ベイズ法では，主観主義的な確率概念、が採用される。主観主義的な確率とは， ["仮説が

どのくらいの確率で確かであるか」ではなく， ["われわれが仮説をどのくらいの確率で確か

と信じるかJ(主観的な信念の度合い)を問題にしたものである。ベイズ法の推論過程はお

およそ以下の通りである。

証拠Yを考慮に入れるまえの仮説の確からしさを事前確率戸とし，証拠Yを考慮、に入れ

たあとの仮説の確からしさを事後確率plとする。(1)戸 <Plならば， Yは仮説に有利な証

拠となる。(2)戸 >Plならば， Yは仮説に不利な証拠となる。 (3)戸 =Plならば，Y は

仮説の確からしさに関係がない証拠となる。

この推論過程においては，主観主義的な確率が判定基準とされるために，帰納法に深刻

な脅威を与えた斉一性原理問題が完全に解消されている。 しかも，有限個の関連事実の観
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察から普遍的法則を導き出すという帰納法の推論スタイルは，そのままの形で保持されて

いる。ベイズ法が「洗練された帰納主義J(伊勢田[2003]249頁)と称されるゆえんである。

とはいえ，実証会計学においてベイズ法が援用されることはほとんどなく ，筆者の知る

限りその事例は皆無である21。ベイズ法の推論過程が実証会計学のリサーチ ・デザインに乗

りにくいこと，事前確率や事後確率の適当な代理変数が見つけにくいことなどが，その理

由と して考えられる。しかしその一方で，実証会計学では，先行研究のサーベイが重視さ

れる。過去の研究が将来の研究に対して意味を持つことを認めるというのは，帰納主義的

な発想、がそこにはあるということである。研究者自身は，懐疑主義的批判 (斉一性原理問

題)と直接向き合うことはしないが，自分たちが依って立つ論理実証主義の一翼を担って

いるベイズ主義が当該批判に対して洗練された回答を与えているので，自分たちはその事

実を所与と し， 必要に応じて心置きなく帰納主義的思考を利用するということかも しれな

し、。

v.実証会計学のあり方と社会的役割

この節では，前節までの検討をふまえて，実証会計学の会計研究としてのあり方と社会

的役割について若干の考察を行っていくことにしたい。

1.実証会計学の制度化

佐和[1982](102頁)によれば， 1950年代のアメリカにおいては， I経済学の大衆化，職

業化，教科書化，モデ、ル学化」が生じたとされる。

すなわち， 1950年代のアメリカにおいては，大学院の拡充によって経済学を職業とする

巨大な専門家集団が誕生し，それを通じて経済学の大衆化が進んだ。この傾向を促進した

のが，標準的教科書の成立で、あった。それは， I標準的な(モデ、ル〉の紹介と ，それに基づ

く基本的な分析の事例によって構成されているJ(佐和[1982]92頁)。そうした標準的教科

書に依拠したカリキュラムが整備されたことによって，大学院生たちは， I初歩的な微積分

と行列代数の知識と，宿題 ・試験のくりかえ しにたえるだけの忍耐力さえあれば，数年間

の大学院教育を経て，経済学のプロフェッショナルの資格証明(博士号または修士号)を

獲得できるJ(佐和[1982]95頁)ようになった。佐和[1982](102頁)は，以上のような一

連の現象を 「経済学の制度化」と呼び，それをもって経済学が「科学」としての認知を社

会から授かった証しと している22。

21概念フレームワークにおいて会計情報の質的特性の 1っとして提示された 目的適合性

(relevance)は，ベイズ法の考え方を反映したものとなっている。FASB概念書第 2号に

おいて，目 的適合性は次のように定義されている。「情報利用者が，過去，現在および将来

の事象がもたらす成果の予測を行い，あるいは事前の期待の確認または訂正を行うのを支

援することによって，意思決定に影響を及ぼす情報の能力J(FASB[1980]Glossary of 
Terms)。
22 この点については，佐和[1986]89・91頁;[1993]も参照されたい。
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実証会計学の普及によって今日の会計研究が体験しているのは， 一言でいえば，経済学

が 1950年代のアメリカで体験した以上のような意味での 「制度化」であろう。既述のよう

に，実証会計学が採用する科学的方法論は，科学哲学の領域においてこれまで議論されて

きた主要な論点を一通りふまえたものとなっているお。つまり，実証会計学は，科学の守備

範囲を厳しく限定したことと引き換えに，標準化された隙のない研究方法を獲得すること

に成功したのである。実証会計学の領域においてはすでにいくつかの標準的教科書が存在

し(教科書化・モデ、ル学イじ)24，大学院では多くの大学院生たちが学位取得とポスト獲得を

目指して仮説検定型の実証研究に取り組んでいる(大衆化 ・職業化)。彼らは，統一された

方法論と専門用語を国際的に共有した巨大な専門家集団の一員として研究活動に勤しんで

いるのである。

佐和[1982]が指摘するように こうした「制度化」が「科学」として認知されるための条

件だとすれば， 実証会計学 (そしてその学問的母体である会計学)は，当該 「制度化」を

達成したことによって， I科学」としての認知を社会から授かることになった(あるいはそ

の現実的な可能性を得ることになった)ということができるであろう。既述のように， 実

証会計学はエージェンシ一理論を理論的枠組みとして採用している。エージェンシ一理論

が応用経済学の一分野であることからすれば， 実証会計学が経済学の後を追って「制度化」

するのは時間の問題で、あったといった方がよいかもしれない。

2.有意味な言明に限定した検証とその帰結

論理実証主義が科学の守備範囲を限定するのは，既述のように，科学の課題と哲学の課

題を区別することに由来するが，個々の研究にさいしては， I有意味な言明J(meaningful 

statement)のみが科学的考察の対象になりうるという観点から，研究テーマの絞り込みが

行われる。有意味な言明とは 経験的事実によって検証することが可能な命題(仮説)を

いう(竹尾[1998]1762頁) 250 

実証会計学においては，統計的検定が可能な命題が「有意味な言明」とみなされること

になる。より 具体的にいえば，仮説検定の手続きに乗る命題だけが，実証会計学において

23 このことは，個々の研究者が， 実証会計学の方法論的基礎を学習しているということを

必ずしも意味しない。佐和[1982](82頁)によれば， I完成された学問をなるべく速やかに，

しかも正確に習得できるようにするのが， ~教科書』の目的」なので，標準的教科書におい
ては， I学問の発展過程における試行錯誤，歴史的背景，学説の草創期における論争，著者

の人間性などはいずれも，教科書にとっては爽雑物ないし枝葉末節であるとして，きれい

さっぱり取り払われてしまう」とされる。 したがって，標準的教科書しか読まない研究者

は，実証会計学の方法論的基礎について学習する機会を持たないことになる。

24ただし， Watts and Zimmerman[1986]がそうであるように，標準的教科書は，実証会計

学だけでなく，市場分析型の実証分析など他の研究アフ。ローチも併せて取り扱っている。

たとえば， Christensen and Demski[2003]; Scott[2006]などを参照されたい。

25論理実証主義が形而上学を科学から排除するのは，それが経験的事実によって検証でき

ない問題(無意味な言明)を取り扱うからである。
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は研究テーマとして取り上げられることになるのである。それが不可能な命題は，し、かに

社会的関心が高いもので、あっても，実証会計学で取り上げられることはない。

この点について， Watts and Zimmerman[1986] (p.7) は，次のように述べている。「わ

れわれの考える理論は，それ自体で会計実務の規範を生み出したりはしない。理論は会計

実務の説明に関与している。特定の資産評価法をどのような会社が適用し，どのような会

社が適用しないのかを説明し予測することを目的としているが，会社がどのような方法を

適用するべきかということについては，理論は何も語らないのである」260

つまり， 実証会計学は，選択可能な会計手続きを所与とした利害関係者の会計行動分析

には威力を発揮するが，新しい企業取引に対応した新基準の開発や基準の整合性分析につ

いては「何も言吾らなしリのである。

実証会計学は，仮説検定の可能な命題に研究テーマを限定することによって，研究スタ

イルのみならず，研究内容それ自体も標準化する傾向を持つことになる。実証会計学にお

いては，所定の方法論に依拠して研究を続ける限り科学の資格は保証されるが，その方法

論には標準化された規則が多く， 意外性や独創性を持った研究を手がけることが，他の研

究アプローチに比して著しく困難となっているのである。その結果，分析手法の洗練度を

競った論文，モデ、ルのピースミールな改良を主目的とした論文(皿節 4 (3)参照)， ["すで

にアメリカでテストされた著名なモデルを，データだけ日本のものに入れ替えて再テスト」

(太田[2010]13頁)した論文など， 革新性の乏しい業績が，当該領域では量産されること

になる。これは，前項でみた 「制度化」の当然の帰結というべきであろう。

3.実証会計学の制度的補完性

実証会計学に対しては多くの問題点が これまで指摘されてきた27。本稿で取り上げて

きた実証会計学に対する批判の論点は，その一部である。 しかし，近い将来，他の研究ア

プローチが実証会計学に取って代わる可能性はほとんどないと考えられる。

これまで繰り返し指摘してきたように，実証会計学が採用する科学的方法論は，科学哲

学の領域においてこれまで議論されてきた主要な論点を一通りふまえたものとなっており，

他の研究アプローチにおけるそれと較べると，方法論的完成度が格段に(あるいは少なく

とも相対的に)高い。そして，これまで指摘されてきた問題点の多くが，実証会計学が採

用する科学的方法論(とりわけ確率・統計的思考法)に内在するものである以上，それを

26 この指摘は， ["語りえぬものについては沈黙しなければならなしリ(Whereofone cannot 

speak， thereof one must be silent) というヴィットゲンシュタインの言葉を想起させる。

ちなみに，規範命題 (A法が採用されるべきである)は，目的を与えることで条件付予測

(A法の採用は企業価値を最大化するであろう)に転化でき，その経験的妥当性を評価する

ことが可能となる。しかし， 目的の選択は，研究者ではなく，理論の利用者が行うもので

あるとされる。Wattsand Zimmerman [1986]pp.8-9. 

27近年の事例では， Hopwood[2007]; Demski[2007]; Fellingham[2007]の批判が，とりわ

けよく知られている。3氏の批判の主要論点は，太田[2010];田中[2010]で紹介されている。
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抜本的に解消するためには，他の科学的方法論に依拠した研究アプローチが提案される必

要があるが，その可能性は現在のところほとんど期待できない。別の言い方をすれば，科

学としての会計研究にとって，実証会計学が採用する科学的方法論のもたらす貢献には，

その問題点を埋め合わせて余りあるものがあるということである。これが，上掲の筆者の

観察予測の主たる根拠である。

さらに付言すれば，次のような事情も，その副次的な根拠として考慮されるべきであろ

う。今日，国内外を問わず，研究者に対する業績管理が，かつてなく強化される傾向にあ

る28。とりわけ国際的評価を重視する観点から，近年では，海外(北米)の査読付きジャー

ナルに掲載された論文の有無ないしその本数が，主要な評価対象とされるようになった。

使用する方法論と専門用語が国際的に共有され，研究スタイルの標準化が極度に進んだ、実

証会計学は，このような業績評価への対応力が極めて高い。また，大学院生の学修につい

ていえば，博士後期課程の 3年間で博士学位請求論文を完成させることが基本的な要請と

してあるが，このような (1980年代前半までの日本では到底考えられなかったような性急

な)要請に応えるには，やはり同じ理由から実証会計学が最も効率的かっ有効な研究アプ

ローチとなる。つまり， 実証会計学は，今日の業績評価制度や大学院教育制度との補完性

が，他の研究アプローチに比して極めて高いのである。実証会計学の目下の主要な社会的

役割の 1つは，このような点にあるといえるであろう 290

こうした事情も， V節 1でみた 「制度化」の 1つの帰結に他ならないが，それは同時に

また，実証会計学を手掛ける若手研究者を(拡大)再生産し，実証会計学の 「制度化」を

より安定的で強固なものにする要因として作用することになるであろう。

VI. おわりに

以上によって，会計研究の課題と研究方法をサーベイする作業の一環として，実証会計

学の方法論的基礎とその特徴について検討するとしづ本稿の目的は，おおむね達成された

ものと思われる。

冒頭でもふれたように，本稿では，科学哲学の通説に依拠しながら，可能な限り内在的

28 I論文公表を，さもなくば死をJ(publish or perish) という標語は，アメリカの大学に

おける過酷な業績管理の実態を象徴的に伝えている。Sunder[2008]p.5;太田[2010]6頁。

29いわゆる社会的な貢献ということでいえば，ポパーのいうピースミール・エンジニアリ

ング(漸次的工学)に参画することが，実証会計学にとっては 1つの現実的な選択肢とな

ろう。Popper[1957](p.66)において，漸次的技術者とは，自分の目的を， I小さい様々な

調整や再調整によって達成しようと努める」人々をいい，全体としての社会の再設計(改

革)を目指すユートピア的技術者と対置される。会計制度設計に対して証拠にもとづいた

提言を試みた須田編著[2008]は，実証会計学によるピースミール・エンジニアリングの 1
つの具体例といえよう。

ただし実証会計学によるピースミール・エンジニアリングを社会の側が「貢献」と受

けとめるかどうかは，また別の問題である。国内外を問わず，会計制度設計において実証

会計学の成果が採り入れられた事例は，少なくともこれまでのところ，極めて少ない。こ

の点については，藤井[2007]第 7章を参照されたい。
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な視点に立った実証会計学の検討を行ってきた。そのような検討を通じて実証会計学とは

何かを，いま一度冷静に見極める必要があると考えたからであるが，論理実証主義の観点

からいえば，本稿で示した筆者の評価や知見は反証されることによって，はじめて科学的

な意味を持つことになる。そのような問題意識もあって，本稿の執筆にさいしては，でき

るだけ反証条件を特定しやすい記述とすることを心掛けた。本稿に対する諸賢の忌』障のな

い反証を期待する次第である。
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